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河川及び堤防における水防上注意を要する箇所並びに 

水防訓練の実施結果等について 

 

                                   調整課 

 

１ 河川及び堤防における水防上注意を要する箇所 

① 荒川 堤防高 鉄橋 左岸 10m

② 中川 新堤防 盛土護岸 左岸 173m

左右 水防工法 施 工

岸別 箇　所 延 長 準備水位 施工水位

⑴ 荒川 堤防高 橋梁 左岸 34m 国土交通省

（１）河川及び堤防における水防上注意を要する箇所指定基準

（３）「河川及び堤防における水防上注意を要する箇所」の水防工法実施基準水位及び備蓄場所

四ツ木橋

注)暫定的な対策となっている箇所とした。

河　川
管理者

巡視点検四つ木三丁目

図面
番号

止水板・大型水のう
計画堤防余裕高不足

（京成線）

左岸

延　長 注意を要する理由 対　　策

（４）河川及び堤防における水防上点検を強化する箇所調書

図面
番号

20ｍ

注)　この基準は、国土交通省の直轄河川の水防上最も重要な区間及び要注意区間の基準を参考に、 飾区の基準として作成した。

（２）河川及び堤防における水防上注意を要する箇所調書

対　　策注意を要する理由

河川名  　地　先　名 種　別 構造物

資機材備蓄場所

国土交通省

種　　別 基　　準

現況の堤防高が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮
位）に対して不足している箇所

堤 防 高

工事施工

　計画堤防高不足

　計画堤防余裕高不足

　出水期間中に堤防を開削する工事箇所、又は仮締切等により本堤に影響を及ぼす箇所

新 堤 防 　新堤防で築堤後３年以内の箇所

堀切四丁目

図面
番号

河　川
管理者

京成線

種　別 構造物

大型止水板、大型水のう

河川名 延　長 　地　先　名

手　法

AP+4.10m
(岩淵水門上)

荒川
堀切四丁目 AP+4.80m

(綾瀬水門表)
立石水防倉庫

新宿一丁目
新堤防築堤後３年以内
（令和７年１２月まで）

巡視点検

現況の堤防高は計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮
位）に達しているが、計画堤防高に対しては不足している箇所

①

止水板・水のう
河川名
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奥戸五丁目

東新小岩五丁目

四つ木一丁目

柴又三丁目

東金町三丁目

青戸三丁目

東立石三丁目

青戸五丁目

四つ木二丁目

青戸六丁目

白鳥二丁目

東四つ木一丁目
西新小岩五丁目

金町一丁目

奥戸八丁目

四つ木四丁目

東新小岩二丁目

新宿四丁目

立石一丁目

堀切五丁目

立石二丁目

小菅一丁目

高砂六丁目

西亀有四丁目

南水元二丁目

金町二丁目

東四つ木三丁目

細田一丁目

金町浄水場

東水元二丁目

亀有五丁目

新小岩一丁目

高砂七丁目

立石八丁目堀切一丁目

新小岩三丁目

白鳥四丁目

青戸七丁目

小菅二丁目

金町四丁目

東水元一丁目

東四つ木二丁目

南水元四丁目

新宿五丁目

新小岩二丁目

東立石一丁目

立石四丁目 細田二丁目

高砂八丁目

亀有三丁目

お花茶屋二丁目

東新小岩六丁目

高砂一丁目

四つ木五丁目

西水元一丁目

小菅三丁目

細田三丁目

水元一丁目

堀切六丁目

西新小岩二丁目

新宿一丁目

東立石四丁目

宝町一丁目

小菅四丁目

金町五丁目

柴又二丁目

立石五丁目

東四つ木四丁目

お花茶屋三丁目

堀切四丁目

水元三丁目

金町六丁目

青戸一丁目

東水元三丁目

西新小岩三丁目

奥戸四丁目

立石六丁目

堀切三丁目

堀切二丁目

西水元二丁目

西水元五丁目

青戸八丁目

新宿二丁目

新宿六丁目

高砂二丁目

新小岩四丁目

奥戸一丁目

水元二丁目

東金町一丁目

亀有二丁目

亀有一丁目

柴又一丁目

宝町二丁目 鎌倉二丁目

青戸二丁目
白鳥一丁目

高砂五丁目

堀切八丁目

東水元四丁目

西亀有一丁目

高砂三丁目

亀有四丁目

南水元一丁目

高砂四丁目

奥戸二丁目

南水元三丁目

奥戸九丁目

西亀有二丁目

四つ木三丁目

東金町四丁目

柴又七丁目

鎌倉三丁目

鎌倉四丁目

東金町七丁目

柴又六丁目

東金町八丁目

柴又四丁目

金町三丁目

鎌倉一丁目

柴又五丁目

細田四丁目

水元公園

東金町五丁目

西水元四丁目

西水元六丁目

東水元六丁目

細田五丁目

東水元五丁目

西水元三丁目

鎌倉町

中
　
　
川

綾
　
瀬
　
川

荒
　
　
川

江
　
戸
　
川

①計画堤防余裕高不足

②新堤防

　水防上注意を要する箇所図

(1)点検箇所
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２ 水防訓練の実施結果等について 

（１）令和７年度葛飾区合同水防訓練 

実施日時：令和７年５月31日（土）午前10時から正午まで 

実施場所：葛飾区立堀切水辺公園 荒川左岸（葛飾区堀切一丁目12番先） 

参加団体：葛飾区、東京消防庁、消防団 

訓練内容：葛飾区管内の消防署と合同で開催した今年度の水防訓練において、区職

員は荒川橋梁部を想定した止水板、大型水のう設置等の訓練を実施する

とともに、消防署員による改良型積み土のう工法、鋼製釜段工法、マン

ホール噴出防止工法などの各種水防工法を実施した。 

 

（２）京成本線荒川橋梁部夜間水防訓練（予定） 

実施日時：令和７年６月14日（土）午前１時から午前３時まで 

実施場所：荒川左岸京成本線荒川橋梁堤防部（東京都葛飾区堀切四丁目地先） 

参加団体：葛飾区、京成電鉄 

事前訓練：机上説明会３回、平場訓練１回、責任者会議を適宜開催。 

訓練内容：京成電鉄の運転終了後の夜間に、実際の線路上で荒川の越水防止対策で

ある止水板と大型水のう設置等の訓練を実施する。 

 

 



 

 

 

 

 

防災都市づくり推進計画の基本方針の改定について 

 

                               都市計画課 

 

１ 概要 

東京都では、震災を予防し、震災時の被害拡大を防ぐため、延焼遮断帯の形成や緊

急輸送道路の機能確保、安全で良質な市街地の形成など、都市構造の改善に関する諸

施策を体系的に推進することを目的とした防災都市づくり推進計画を策定し、木造住

宅密集地域の改善など区とともに取り組んできた。 

今般、首都直下地震の切迫性などを踏まえ、新たな視点で効果的な施策を展開し、

不燃化を一層推進するため、防災都市づくりに関する目標や施策について検討を進め、

本年３月に本計画の基本方針を改定し、公表されたことを受け、報告するものである。 

 

２ 防災都市づくり推進計画 基本方針 

 【資料１】のとおり 

 

３ 防災都市づくり推進計画 基本方針（概要版） 

【資料２】のとおり 
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【資料１】

































































































































































































































【資料２】





 

 

 

 

 

 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和７年８月～12月頃  整備プログラム作成 

 令和８年１月～３月頃  取りまとめ 

 令和８年３月      防災都市づくり推進計画改定 
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優良集合住宅整備事業（子育て型）について 

 

                              住環境整備課 

 

１ 概要 

東京都の東京こどもすくすく住宅供給促進事業について、既存住宅ストックの有

効活用を促進するため、賃貸住宅改修時の補助率及び補助金額を引き上げる改正があ

った。これを受け、本区においても、既存民間住宅ストックを有効活用し、子育て世

帯の住み替え需要に対応できる良質な賃貸住宅の供給を促進するため、葛飾区優良集

合住宅整備事業（子育て型）の助成率及び助成金額を改正する。 

 

２ 改正内容 

（１） 賃貸改修型 

ア 助成率を２分の１から３分の２に変更 

イ 助成限度額を300万円から390万円に変更 

※  分譲改修型は改正なし 

 

（２） 分譲新築型 

ア 助成率を10分の１から20分の１に変更 

イ 助成限度額を150万円から75万円に変更 

※  賃貸新築型は改正なし 

 

（３） その他 

ア 分譲新築型の場合、助成限度額を乗じる助成対象住戸の数は50戸を限度とす

る。 

イ 子育て交流促進施設の新築又は整備に要する工事費用に２分の１を乗じた額 

を限度とする。 

一般庶務報告Ｎｏ.３ 
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新旧対照表 

 賃貸改修型 分譲新築型 

現行 改正後 現行 改正後 

助成 

基本額 

助成対象 

事業費 

認定対象住宅（子育て型）

の改修に係る費用 

認定対象住宅（子育て型）

の新築に係る費用 

助成率 1/2 2/3 1/10 1/20 

助成 

限度額 

認定申請 

住戸 300万円/戸 390万円/戸 150万円/戸 75万円/戸 

 

 

３ 今後の予定 

令和７年７月 葛飾区優良集合住宅整備事業（子育て型）助成金交付要綱を施行 



 

 

 

 

（仮称）葛飾区空家等の適正管理に関する条例（素案）について 

 

                              住環境整備課 

 

１ 条例制定の背景 

令和５年12月の「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正を受け、空家等

対策を総合的かつ計画的に一層推進していく必要があることから、令和７年２月に

「葛飾区空家等対策計画」を新たに策定した。 

この計画の施行に伴い、空家等の適正な管理や地域の安全性の確保に向けた取組

の強化を図るため、「（仮称）葛飾区空家等の適正管理に関する条例」を制定する。 

 

２ 条例（素案）の概要 

（１）責務・役割（第３条、第４条及び第５条関係） 

空家等の所有者等及び区の有する責務、区民等の役割について規定する。 

（２）緊急安全措置（第９条関係） 

危険な空家等により、人の生命、身体又は財産に重大な危害が及ぶ恐れがある

など、緊急の必要があるときに、区が当該危害を回避するために必要な最小限度

の措置を行うことができる旨を規定する。 

 

３ 条例（素案） 

  【資料１】のとおり 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和７年６月  区民意見提出手続（パブリック・コメント手続）実施 

    ８月  葛飾区空家等対策協議会における協議 

    ９月  第３回区議会定例会に付議（案） 

条例制定 

一般庶務報告Ｎｏ.４  
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（仮称）葛飾区空家等の適正管理に関する条例（素案） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、空家等の適正な管理に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法（平

成26年法律第127号。以下「法」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めることに

より、区民等の生命、身体及び財産の保護並びに生活環境の保全を図り、もって安全で安心

な地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、「空家等」とは、法第２条第１項に規定する空家等で葛飾区の区

域内（以下「区内」という。）に存するものをいう。 

２ この条例において、「区民等」とは、区内に住所を有する者並びに区内で事業活動を行う

法人その他の団体及び個人をいう。 

３ 前２項に規定するもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例

による。 

 

（空家等の所有者等の責務） 

第３条 空家等の所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響を

及ぼさないよう、自らの責任において当該空家等の適正な管理を行わなければならない。 

２ 空家等の所有者等は、葛飾区（以下「区」という。）が実施する空家等に関する施策に協

力するよう努めなければならない。 

 

（区の責務） 

第４条 区は、空家等の適正な管理を推進するために必要な措置を適切に講ずるものとする。 

 

（区民等の役割） 

第５条 区民等は、空家等の適正な管理が推進されるよう、相互に協力して良好な生活環境の

保全に努めるものとする。 

２ 区民等は、区が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 

（情報提供） 

第６条 区民等は、適正な管理が行われていない空家等があると認めるときは、区に対し、当

該空家等に関する情報を提供することができる。 

 

【資料１】 
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（空家等の発生予防） 

第７条 区内に存する建築物の所有者等（相続予定者を含む。）は、当該建築物に関する登記

手続その他空家等の発生を予防するために必要な措置を適切に講ずるものとする。 

２ 区は、区内に存する建築物の所有者等からの空家等の発生の予防に関する相談に応ずると

ともに、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。 

 

（関係機関との連携） 

第８条 葛飾区長（以下「区長」という。）は、空家等の適正な管理を推進するために必要が

あると認めるときは、区の区域を管轄する警察署、消防署その他の関係機関に空家等に関す

る情報を提供し、必要な協力を要請することができる。 

 

（緊急安全措置） 

第９条 区長は、特定空家等又は管理不全空家等の状態に起因して、道路、公園その他の公共

の場所において、人の生命、身体又は財産に重大な危害が及ぶことを回避するため緊急の必

要があると認めるときは、当該危害を回避するために必要な最小限度の措置（以下「緊急安

全措置」という。）を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることがで

きる。 

２ 区長は、緊急安全措置の実施に必要な限度において、その命じた者又は委任した者に、当

該緊急安全措置に係る空家等に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 前項の規定により当該空家等に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

４ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。 

５ 区長は、第１項の規定により緊急安全措置を講じたときは、その旨を当該緊急安全措置に

係る空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、当該所有者等を確知することができ

ないとき又は当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

６ 区長は、第１項の規定により緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置に係る空家

等の所有者等から当該緊急安全措置に係る費用を徴収することができる。 

 

（委任） 

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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新宿交通公園のリニューアルについて 

 

                                   公園課 

 

１ 概要 

新宿交通公園については、リニューアル実施計画（以下、「実施計画」という。

）の策定に向け、トミカ・プラレールの世界観を公園に表現するための具体的なイ

メージ作りを進めているところである。 

このたび、具体的なイメージ作りに必要となるトミカ・プラレールの著作物等使

用許諾契約について、株式会社タカラトミー（以下、「タカラトミー」という。）

との協議が整ったため、その内容及び今後の進め方を報告するものである。 

 

２ 著作物等使用許諾契約（案） 

 （１）概要 

   タカラトミーが保有及び保管しているトミカ・プラレールの著作物等の使用に

関する許諾、監修等 

 

（２）契約件名 

プロパティ使用許諾契約【新宿交通公園リニューアル実施計画策定に係る著作

物等の使用】 

 

 （３）契約期間 

令和７年10月20日から令和９年３月31日まで 

 

（４）契約予定金額 

550万円（税込）（内訳：トミカ275万円／プラレール275万円） 

なお、契約に係る予算については、令和８年度までの債務負担行為を設定し、

第３回区議会定例会補正予算案に計上する予定である。 

 

 

一般庶務報告Ｎｏ. ５ 

都 市 整 備 部 

令和７年６月１０日 
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３ 今後の進め方 

著作物等使用許諾契約の締結後、タカラトミーの監修を受けながら、実施計画策

定に向けた取組を進めていく。 

なお、実施計画の策定については、著作物等使用許諾契約の内容の調整に時間を

要したことから、令和８年６月を予定している。 

 

実施計画検討スケジュール案 

＜変更前＞ 

   

＜変更後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

※実施計画検討スケジュール案は、進捗状況により変更する場合がある。 

 

リニューアル実施計画策定業務委託 基本設計 

事業実施方法の検討 

新宿交通公園リニューアル実施計画策定支援業務委託 実

施

計

画

策

定

事業実施方法
の検討
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東新小岩運動場の都市計画手続きについて 

 

                                   公園課 

 

１ 概要 

令和６年２月に用地を取得し、同年９月から東新小岩運動場として区民等の利用

に供している旧私学事業団総合運動場については、将来的なスタジアムの整備を見

据え、都市計画公園に位置付ける方針である。 

このたび、本年７月12日に都市計画（原案）説明会を開催することとなったため、

都市計画（原案）及びその概要について報告するものである。 

 

【 案 内 図 】 

 

一般庶務報告Ｎｏ.６  

都 市 整 備 部 

令和７年６月１０日 

ＪＲ新小岩駅 

東新小岩一丁目 

新小岩二丁目 

新小岩四丁目 

都市計画公園予定区域 

東新小岩三丁目 
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２ 都市計画（原案）及び説明会の概要 

【資料１】都市計画決定図書（原案） 

    （総括図、計画図、東京都市計画公園の変更（葛飾区決定）） 

【資料２】説明会資料（概要） 

  

2
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資料１

（A4縮小版）



4
（A4縮小版）

資料１



東京都市計画公園の変更（葛飾区決定） 

 

 

 

東京都市計画公園に第６・４・２０号東新小岩運動公園を次のように追加する。 

種 別 
名 称 

位 置 面 積 備 考 
番 号 公園名 

運動公園 第６・４・２０号 東新小岩運動公園 葛飾区東新小岩一丁目地内 約６．８ha 園路・広場・運動施設等 

 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

理由 多様な世代の区民が、日ごろからスポーツに親しむことができる公園とするとともに、地域の活性化や環境にも配慮した交流拠点と

していくため、上記のとおり公園を追加する。 

 

 

 

新旧対照表 

種 別 
名 称 

位 置 面 積 備 考 
番 号 公園名 

運動公園 第６・４・２０号 東新小岩運動公園 葛飾区東新小岩一丁目地内 約６．８ha 追加 
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資料１



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 都市計画とは 

都市の健全なる発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地

開発事業に関する計画で、公園は「都市施設」として定めることができます。 

(２) 東新小岩運動場敷地の方向性 

東新小岩運動場敷地については、主に運動の用に供することを目的とする都市計画公園

（運動公園）に位置付けたうえで、将来的なスタジアム整備を検討していきます。 

 

東新小岩運動公園 都市計画決定について 
令和７年６月 

 

１．計画地（東新小岩運動場）の概要 

２．区の施策とスタジアム構想との関連性 

３．都市計画公園への位置付けについて 

４．都市計画決定までの流れ 

 

都市計画 

（原案） 

説明会 

都市計画(案) 

の公告・縦覧 

・意見書提出 

（法 17 条） 

都市計画 

（原案） 

の作成 

葛飾区 

都市計画 

審議会 

 

都市計画 

決定 

（予定） 

令和７年 
７月 12 日 

 
11 月頃 

令和８年 
２月頃 

 
３月頃 

・私学事業団総合運動場活用プロジェクトの開始（スタジアム整備に向けた検討の開始） 

・スポーツ環境の充実 …自分にあった形で定期的・継続的にスポーツに親しむことができる

環境の充実 

・特色のある公園の整備…公園が持っているポテンシャルを最大限に引き出す公園整備 

・私学事業団総合運動場の敷地は、スポーツ振興に向けた環境整備を図るとともに、地域の活性

化や防災性の向上に寄与し、環境にも配慮した、多様な世代が集う交流拠点となるよう、将来

的な活用方法について検討します。 

・私学事業団総合運動場の敷地について

は、多様な世代の区民が、日ごろから

スポーツに親しむことができる都市計

画公園として整備するとともに、将来

的なサッカースタジアム整備などにつ

いて検討します。 

・一流のプレーを「みる」ことができる環境をつくってスポーツへの

興味・関心を高め、更なるスポーツ振興を図っていくため、将来的

なサッカースタジアムの整備に向けた検討を進めていきます。 

葛飾区中期実施計画〔計画期間：令和６～９年度〕（令和６年３月） 

葛飾区都市計画マスタープラン〔目標年次：令和 25 年〕（令和５年 12 月） 

新小岩駅周辺まちづくりプラン 
〔計画期間：概ね 20 年間〕（令和５年４月） 

葛飾区スポーツ推進計画〔計画期間：令和５～９年度〕（令和５年３月） 

目標１ スポーツを「する」人の拡大 

目標２ スポーツが「できる」環境の整備 

目標３ スポーツを「ささえる」活動の基盤強化 

目標４ スポーツを「みせる」環境の整備 

東新小岩運動場 
 陸上競技場 

 野球場 

 テニスコート８面 

(２) 計画地の概要 

名称（所在地） 東新小岩運動場敷地（東新小岩一丁目 18番１号） 

敷 地 面 積   約 68,000 ㎡（隔地を含む） 

公共交通機関  新小岩駅        徒歩７分（ＪＲ総武線）  

        東新小岩一丁目バス停  徒歩４分（都営バス、京成バス東京、京成バス） 

        新小岩駅東北広場バス停 徒歩５分（京成バス東京、京成バス）  

(１) 土地の取得について 

スポーツ振興に留まらず、区内商業や観光業をはじめ、地域経済を大きく活性化させ、

防災面、環境面からも大きな効用をもたらす可能性があるため、私学事業団総合運動場の

更なる活用、将来的なスタジアム整備を見据えて取得しました。 

(３) 地域・地区要件 

 

用途地域 準工業地域 

建ぺい率 ６０％ 

容積率 ２００％ 

防火指定 準防火地域 

高度地区 第二種高度地区 

日影規制 ５時間－３時間 
測定面の高さ４ｍ 

 

■計画目標 

■区立スポーツ
施設ＭＡＰ 

■イメージ図 

※右図は、現時点の 
イメージです。 

都市計画 

（案） 

の作成 

■都市計画 
（原案）の概要 

名称：東新小岩運動公園 

面積：約 6.8ha 

種別：運動公園 

位置：東新小岩一丁目地内 
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資料２



 

 ３ 今後の予定 

令和７年７月12日(土) 都市計画（原案）説明会 

    ８月   東京都知事協議 

    ９月   建設環境委員会への報告 

    10月   葛飾区都市計画審議会への報告 

    11月頃  都市計画（案）の公告・縦覧・意見書提出 

令和８年２月頃  葛飾区都市計画審議会への付議 

    ３月頃  都市計画決定（予定） 
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緑のリサイクル事業について 

 

                                   公園課 

 

１ 趣旨 

緑のリサイクルセンターの関連施設については、令和６年度と令和７年度の債務

負担行為によりチップ材仮置き場の整備工事を行う予定であった。本工事は、建築

電気工事と機械設備工事を同時並行で進めることを前提として、それぞれ発注を行

ったが、建築電気工事のみ入札参加者からの応札がなく落札者の決定ができなかっ

た。 

この度、落札された機械設備工事について、工事請負契約約款第45条に基づき、

受注者と協議の上、令和７年５月20日に契約解除を行った。 

 

 

 

一般庶務報告Ｎｏ. ７ 

都 市 整 備 部 

令和７年６月１０日 

緑のリサイクルセンター 

チップ化施設 

清 掃 事 務 所 

緑のリサイクルセンター関連施設 

（チップ材仮置き場） 

①建築電気工事…倉庫新築・外構及び電気設備工事 

②機械設備工事…倉庫内の給水・排水設備工事等 

案 内 図 

1



 道路建設課

工種割合 工種進捗率 出来高

1) 準備・片付け工 6.4 70.0 4.5

2) 土工 25.7 98.8 25.4

令和５年度 都市計画道路補助第284号線 311,300,000 尾花興業㈱ R5.10.13 93.4 ％ 3) 排水施設工(道路) 6.3 100.0 6.3

第01号 （東新小岩北）整備 R7.8.19 4) 街築工 2.6 100.0 2.6

（その３）及び排水施設 5) 舗装工 13.2 100.0 13.2

（その４）工事 6) 交通安全施設工 13.3 71.1 9.5

7) 植栽工 0.8 23.2 0.2

8) 電線共同溝工 25.4 100.0 25.4

9) 排水施設工(下水道) 4.0 100.0 4.0

10) 信号移設工 2.3 100.0 2.3

100.0 93.4

1) 準備・片付け工 3.2 74.3 2.4

2) 土工 33.2 97.4 32.3

令和５年度 都市計画道路補助第276号線 239,800,000 尾花興業㈱ R6.3.28 79.5 ％ 3) 排水施設工 15.3 85.2 13.0

第02号 （一口橋南）整備 R7.7.25 4) 街築工 9.2 87.0 8.0

（その２）工事 5) 舗装工 18.4 70.6 13.0

6) 交通安全施設工 17.9 44.6 8.0

7) 撤去工 0.8 96.9 0.8

8) 電線共同溝工 2.0 100.0 2.0

100.0 79.5

1) 準備・片付け工 7.3 71.5 5.2

2) 土工 18.9 42.2 8.0

令和６年度 都市計画道路補助第276号線 473,220,000 尾花興業㈱ R6.6.24 33.6 ％ 3) 電線共同溝工 33.0 61.9 20.4

第01号 （細田北）整備（その１） R9.2.24 4) 排水施設工 39.5 0.0 0.0

及び排水施設（その１） 5) 信号機施設工 1.3 0.0 0.0

工事

100.0 33.6

①

東新小岩四丁目
　　　　11番先から

奥戸一丁目
　　　　22番先まで

令和７年度主要工事進捗状況 （1/2）　　
（令和7年4月30日現在）

整理
番号

工事番号 工　　事　　件　　名 工　事　箇　所 工　　期 出 来 高契 約 金 額
　　　　　　　　　進捗状況　　　　　 (単位％）

工　　種
契　約　者

②

高砂二丁目
　　　　29番先から

細田三丁目
　　　　35番先まで

③
細田四丁目
　　　　12番先から

細田三丁目
　　　　30番先まで



 道路建設課

工種割合 工種進捗率 出来高

1) 準備・片付け工 4.0 75.0 3.0

2) 構造物撤去工 0.5 100.0 0.5

令和６年度 八剱橋橋梁架替 739,640,000 成和建設㈱ R6.6.24 45.2 ％ 3) 土留、仮締切設置工 11.0 100.0 11.0

第001号 （その10）工事 R7.12.26 4) 作業土工 10.1 72.3 7.3

5) 橋台躯体工 13.0 100.0 13.0

6) 土留、仮締切撤去工 3.5 90.0 3.2

7) 鋼矢板新設工 9.0 80.0 7.2

8) 護岸復旧工 1.4 0.0 0.0

9) ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起設置工 1.2 0.0 0.0

10) 高圧噴射攪拌工 36.0 0.0 0.0

11) 笠コンクリート工 8.0 0.0 0.0

12) 集水桝･排水口工 0.3 0.0 0.0

13) 転落防止柵･道路付属物工 2.0 0.0 0.0

100.0 45.2

1) 準備、片付け等 6.3 0.0 0.0

2) 桁製作工 50.1 38.1 19.1

令和６年度 八剱橋橋梁架替 726,715,000 ㈱横河 R6.10.11 19.1 ％ 3) 輸送工 4.8 0.0 0.0

第012号 （その11）工事 ブリッジ R8.7.30 4) 地組工 0.5 0.0 0.0

東京営業所 5) 架設工 30.4 0.0 0.0

6) 現場継手工 4.3 0.0 0.0

7) 橋面工 1.3 0.0 0.0

8) 現場塗装工 1.0 0.0 0.0

9) 橋梁足場工 1.3 0.0 0.0

100.0 19.1

（令和7年4月30日現在）
整理
番号

奥戸八丁目
　　　　６番先から

工　　事　　件　　名

奥戸九丁目
　　　　15番先まで

工　　期

令和７年度主要工事進捗状況  （2/2）　　

出 来 高
　　　　　　　　　進捗状況　　　　　　 (単位％）

工　　種
契　約　者工　事　箇　所 契 約 金 額工事番号

④

⑤

奥戸八丁目
　　　　６番先から

奥戸九丁目
　　　　15番先まで



東新小岩五丁目

四つ木一丁目

東新小岩三丁目

柴又三丁目

東金町三丁目

青戸三丁目

東立石三丁目

青戸五丁目

四つ木二丁目

青戸六丁目

白鳥二丁目

東四つ木一丁目
西新小岩五丁目

金町一丁目

奥戸八丁目

四つ木四丁目

東新小岩二丁目

お花茶屋一丁目
青戸四丁目

奥戸七丁目

新宿四丁目

立石一丁目

堀切五丁目

立石二丁目

小菅一丁目

高砂六丁目

西亀有四丁目

南水元二丁目

金町二丁目

東四つ木三丁目

立石三丁目

細田一丁目

金町浄水場

東水元二丁目

亀有五丁目

新小岩一丁目

高砂七丁目

立石八丁目堀切一丁目

新小岩三丁目

白鳥四丁目

青戸七丁目

小菅二丁目

金町四丁目

東水元一丁目

東四つ木二丁目

白鳥三丁目

南水元四丁目

新宿五丁目

新小岩二丁目

東新小岩七丁目

東立石一丁目

立石四丁目 細田二丁目

高砂八丁目

亀有三丁目

お花茶屋二丁目

東新小岩六丁目

高砂一丁目

四つ木五丁目

西水元一丁目

小菅三丁目

東堀切二丁目

西新小岩一丁目

細田三丁目

立石七丁目

水元一丁目

堀切六丁目

東新小岩四丁目

西新小岩二丁目

新宿一丁目

東立石四丁目

宝町一丁目

小菅四丁目

金町五丁目

柴又二丁目

立石五丁目

東四つ木四丁目

お花茶屋三丁目

堀切四丁目

水元三丁目

新宿三丁目

金町六丁目

東堀切三丁目

東立石二丁目

青戸一丁目

東水元三丁目

西新小岩三丁目
東新小岩一丁目

東新小岩八丁目
奥戸四丁目

立石六丁目

堀切三丁目

堀切二丁目

西水元二丁目

西水元五丁目

青戸八丁目

新宿二丁目

新宿六丁目

高砂二丁目

新小岩四丁目

奥戸一丁目

水元二丁目

東金町一丁目

亀有二丁目

亀有一丁目

柴又一丁目

西新小岩四丁目

宝町二丁目

堀切七丁目

鎌倉二丁目

水元四丁目

奥戸三丁目

青戸二丁目

白鳥一丁目

奥戸六丁目

高砂五丁目

堀切八丁目

東水元四丁目

西亀有一丁目

高砂三丁目

亀有四丁目

南水元一丁目

高砂四丁目

奥戸二丁目

南水元三丁目

奥戸九丁目

西亀有二丁目
西亀有三丁目

四つ木三丁目

東金町四丁目

柴又七丁目

鎌倉三丁目

東金町六丁目

鎌倉四丁目

東金町七丁目

柴又六丁目

東金町八丁目

柴又四丁目

金町三丁目

鎌倉一丁目

柴又五丁目

細田四丁目

水元公園

東金町五丁目

西水元四丁目

西水元六丁目

東水元六丁目

細田五丁目

東水元五丁目

水元五丁目西水元三丁目

東金町二丁目

○

主要工事施工箇所図 令和７年４月３０日現在

④６-００１
八剱橋橋梁架替(その10)工事
⑤６-０１２
八剱橋橋梁架替(その11)工事

①５-０１
都市計画道路補助第284号線
(東新小岩北)整備(その３)及び
排水施設(その４)工事

○

②５-０２
都市計画道路補助第276号線
(一口橋南)整備(その２)工事

③６-０１
都市計画道路補助第276号線
(細田北)整備(その１)及び
排水施設(その１)工事

○


